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職員貸与パソコン等の管理及び運用について（事務連絡）

令和3年度に整備した職員貸与パソコン及び共用パソコン（以下「職員貸与パソ

,コン等」 という。 ）の管理及び運用並びに予備のパソコンの運用方法等は別紙第1

の管理及び運用要領のとおりとしますので，今後の管理及び運用はこれによってく

ださい。

また，職員貸与パソコン等の保守については，別紙第2の保守要領のとおりとし

ますので，職員貸与パソコン等に障害等が発生した場合は，同要領に従って対応し

てください。
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一

第1 職員貸与パソコン等の管理

1 管理対象

(1) パソコン

管理対象となる職員貸与パソコン等は，令和3年度に整備した別表第1

記載の各パソコン

なお， 同表の「パソコンタイプ」欄の種別（タイプAからタイプFまで及

びタイプ1の全7種）に応じた品目及び型番は，同表末尾付記のとおり

（2） パソコンの添付品等

’ 別表第1記載のパソコンに添付された次の物品等は， リース物品の一部で

あるため，令和9年2月28日 （日）までのリース期間中は紛失することの

ないよう，パソコンと共に適切に管理する。

アパソコンタイプのうち, AからEまで及び1のパソコン

ACアダプター及び電源ケーブル

イパソコンタイプのうち, Fのパソコン

別表第2のとおり

2 管理方法等

(1) ハードウェアIDによる管理

職員貸与パソコン等には，パソコンを個体ごとに特定するための一意の番

号として，ハードウェアID(以下「HWID」 という。 ）が振られており，

パソコンの天板に貼付された緑色のシール（以下「保守シール」 という。 ）

に表示している。 このHWIDによって各職員貸与パソコン等を識別管理す

る。

(2) HWIDの変更の禁止

(1)のとおりHWIDは各職員貸与パソコン等を識別するために付された一

意の番号であり， また，令和3年8月2日付け当職事務連絡「職員貸与パソ

コン等のコンヒ°ユータ名等の命名について」別紙のどおり， コンヒ°ユータ名
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と紐づけているため， リース期間中, HWIDを変更してはならない。

3 使用上の留意事項

職員貸与パソコン等は，借用期間を令和9年2月までとするリース等契約に

基づいて使用するものであり，穀損等を生じることがないように十分注意して

使用する （当課より随時更新の上で，下級裁へ発出しているお知らせ文書「新

パソコンの使用に関する留意事項について」を参照） 。

第2職員貸与パソコン等の運用

1 パソコンの利用及び設定環境等

(1) J ･NET回線への接続

ア別表第1の「J ･NET接続」欄に○がないパソコンをJ ･NET回線

に接続してはならない。

イ職員貸与パソコン等からのインターネット接続

追って当課情報セキュリティ係よりJ ･NETポータルに掲載予定の

「ウェブ分離ソリューション端末設定手順書」を参照し， インターネッ卜

接続設定作業を行った上で, J ･NET回線に接続した職員貸与パソコン

等から， インターネットの閲覧，検索及びウェブ会議を実施することがで

きる。

なお, J ･NET回線に接続する職員貸与パソコン等には，外部インタ

ーネット回線に接続するモバイルルータ等を利用してはならない。

（2） パソコンの用途等の変更の禁止等

パソコンの用途，パソコンタイフ。及びネットワーク設定等については，原

則として，各局課等において変更してはならない。

2 更新プログラム等の適用

(1) 機能更新プログラム(以下「FU」 という。 ）

｜は， 定期的なアップデートを要するOSであることから，すべ

てのパソコンタイプについて， (3)のとおり年1回のFUの適用を漏れなく行
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う必要があるため， 当課からの連絡に従い，必要な作業を行う。

なお, FUの適用に伴い， その他のソフトウエアのバージョンアップ･等が

必要となる場合は， これに伴う作業についても当課から併せて連絡する。

(2) FU以外の更新プーログラム(セキュリティパッチ等）

OS及び搭載している別表第3記載の搭載アブ・リケーション（以下「標準

アプリ」 という。 ）のうち，以下のアプリケーションの更新フ･ログラム等に

ついては， (3)のとおり適用作業を行う。

ア

イウ ’

エ ’ ｜

(3) パソコンタイプごとの適用方法

アパソコンタイプのうち, A, B及びFのパソコン

J ･NETに接続するパソコンについては，

｜・

イパソコンタイフ°のうち, CからEまで及び1のパソコン

J ･NETに接続しないパソコンについては，

i ｜･

なお， (2)のウに対する更新う°ログラム（ウイルス定義ファイル)について

は, .1 ･NETポータルの「最高裁各局課等からのお知らせ」掲載記事

「ウイルス定義ファイルの更新について」 （記事ID : K1-100617-

20120705)に掲載した方法で適用及び確認をする。

ただし， これらのパソコンタイプのうち，外部インターネット回線に接

続して使用する共用パソコン(以下「外部接続用パソコン」 という。 ）に

ついては‘ ｜ ’
設定
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となっている。別途作業が必要となる場合は， 当課から指示を行う。

(4) その他

(1)及び(2)以外の標準ｱブﾘに係る更新ﾌ・ﾛグﾗﾑについては｡ |

3 共用パソコンの運用における留意事項

（1） 外部接続用パソコン

ア’ ｜ﾌｧｲｱｳｵｰﾙの設定
共用パソコンを外部インターネット回線に接続する際には, J ･NET

ポータル「最高裁各局課等からのお知らせ」掲載記事「令和3年度整備の

職員貸与パソコン等に関する各種手順書について」 （記事ID: Kl-

103148-202108061の｢ﾌｱｲｱｳｵｰﾙ設定手順書｣に従い, | |フ
ァイアウォールの設定を有効にする。

ただし， 当該回線契約上ファイアウォールサービスが提供されており，

｜ﾌｱｲｱｳｵｰﾙ"設定を無効にする必要がある場合を除く。
イ電子データの管理

不正アクセス等による情報流出の危険を避けるため，外部接続用のパソ

コンのハードディスクには，極力電子データを保存しない。やむを得ず当

該パソコンに電子データを保存する場合には，暗号化する等の措置を講ず

る。

また， 当該パソコンで取得した電子データは，原則として, J ･NET

回線に接続されたパソコンに移行してはならない。

ただし》業務上必要がある等，やむを得ず電子データを移行させる場合

には, USBメモリ等の外部電磁的記録媒体を用いることとし， 当該パソ

コン及び移行先のパソコンの双方において，必ず同記録媒体に対するウイ

ルススキャンを実施する。

ウ電子メール
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原則として’ ｜を用いることとし， ウェブ会議の利用に必要な

場合を除き， 要機密情報等の送受信においては， フリーメールアドレスを

利用しない。

（2） 多目的パソコン

ア多目的パソコンは， 災害時等緊急時における情報収集用として利用する

ほか，研修用や在宅勤務用等，各局課等において業務上必要と認める用途

を定める6

イ設置場所等

原則として，各局課等の庶務担当部署に設置する。

ただし，設置場所を庶務担当部署以外とし， その管理を設置場所の責任

者等に委ねることも差し支えない。

第3 職員貸与パソコン等（刑事局整備の検察審査員候補者名簿管理システム用パ

ソコン（タイプ1）を除く。 ）の予備のパソコンの管理及び運用

1 予備のパソコンの使用

予備のパソコン（以下「予備機」 という。 ）は，令和3年6月15日付け当

職事務連絡「職員貸与パソコン等の整備基準等について」で示した整備基準に

基づいて，新たに設置等する職員貸与パソコン等のために使用することとなる

が，設置等に当たっては， 以下の事項に留意する。

(1) 増員に対応するための職員貸与パソコンの追加整備

職員が増員される場合，予備機をもって職員貸与パソコンを整備する。

ただし，各局課等内（経理局については課室内）において，増員となる部

署がある一方で，減員となる部署がある場合等は，減員となった部署で使用

していたパソコンを，増員となった部署に転用するなどの調整を行うことと

し，原則として，予備機をもっての追加整備は行わない。

なお，上記調整に際して，ネットワーク接続の設定変更が必要となる場合

には， 当課情報企画第二係に問い合わせる｡
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(2) 共用パソコンの新規整備

共用パソコンの新規整備（既存の共用パソコンの追加整備を含む。 ）を要

望する場合には，別紙様式第1により， 当課情報企画第二係宛てに上申を行

． ,い， 当課との協議が整った場合には，予備機をもって整備する。

(3) 段損したパソコンの更新

職員貸与パソコン等を殿損した場合には，穀損したパソコンは，予備機を

もって更新する。

運用方法

(1) 減員等により使用しない職員貸与パソコン等（以下「余剰機」 という。 ）

2

が生じた場合の取扱い

ア最高裁（隼町内）

減員等により，余剰機が生じた場合（使用者が育児休業や長期研修など

のために不在となり， 3か月程度使用されない見込みとなった場合を含む。

以下同じ｡_ ）は，各局課の担当者において，速やかに当該余乗1機を回収し，

当課情報企画第二係に引き渡す。引渡し後， 当課において余剰機のデータ

消去作業を行った上で当該余剰機を各局課等に返還するので，各局課の担

当者は，物品返還書を作成し，経理局用度課管理係宛てに， 当該余剰機と

併せて提出する。

イ司法研修所及び裁判所職員総合研修所

余乗り機が生じた場合，担当者において①J ｡NETポータル「最高裁各

局課等からのお知らせ」掲載記事「R3年度更新パソコンにおけるFAQ管理

表について」 （記事ID:K1-103258-20211018)の参考資料3－2に従い，

ネットワーク設定をワークグループ設定にした後（ワークグループ設定の

パソコンは設定不要） ，②同ポータル「最高裁各局課等からのお知らせ」

掲載記事「令和3年度整備の職員貸与パソコン等に関する各種手順書につ

いて」 （記事ID: Kl-103148-20210806)の「データ消去作業手順書（令
・ 8



和3年度整備用） 」に従い，確実にデータ消去を行った上，物品返還書を

作成し，経理局用度課管理係宛てに，当該余剰機と併せて提出する。

(2) 共用パソコンに余剰機が生じた場合の取扱い

整備された共用パソコンが不要となり，余剰機が生じる場合の対応につい

ては， 当課情報企画第二係にメールで問い合わせ， その指示に従う。

（3） 最高裁判所庁舎内での異動が生じた場合の取扱い

最高裁判所庁舎内での異動（ただし， 同一執務内での異動は除く。 ）につ

いては，原則として， 当該職員が異動前に使用している職員貸与パソコンを

異動先に持参して継続使用してはならない。

3 予備機の設置依頼等

別紙第2の第2のとおり

第4 問合せ窓口

本件に関する問合せは， 当課情報企画第二係（電子メール：

’） （件名を「

｜ 」 とする。 ）宛てに行う。

なお，職員貸与パソコン等の障害等対応（障害の切り分けを含む。 ）に当たっ

ては, J ・NETポータルの「最高裁各局課等からのお知らせ」掲載記事「R3

年度更新パソコンにおけるFAQ管理表について」 （記事ID : K1-103258-

20211018)を参照する。
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第1 保守内容等

1 保守の概要

保守の概要は，別紙i障害発生時等の対応フロー図」記載のとおり

2保守業者

エヌ・ティ ・ティ ・データ・カスタマサービス株式会社

3 保守期間

令和9年2月28日 （日）まで

4保守の範囲及び作業内容等

保守業者は，パソコンのハードウェア, OS及び標準アプリ （別表第1及び

第3参照）に対し，次の保守作業を行う。

（1） 問合せ対応

ハードウェアやOS (ブラウザを含む｡ ）の基本的な操作方法やデータ消

去用ツールの使用方法等に関する問合せについて，電話により対応する。

なお，業務システムの操作等に関する問合せは対象外である。

（2） ハードウエア保守

ハードウェアの故障等（バッテリー， キーボード及び液晶ディスプレイの

不具合が生じた場合を含むb )が発生した場合には，故障箇所の修理，故障

した部品の交換又は本体全部の交換等を行い，復旧させる。

なお，ハードディスクを交換した場合には, OS及び標準アプリの再イン

ストール等（以下「リカバリ」 という。 ）を行い，復旧させる。

また，保守業者が取り外したハードディスクは，データをソフトウェア消

去又は物理破壊の方法により消去した上で， 消去結果がわかる写真を貼付し

た報告書を作業日から5日以内に提出し，ハードディスクは同業者が即日持

ち帰る。

おって，保守業者は，ハードディスクを交換する場合,技術的に可能な範

囲で故障したハードディスクからデータの取り出し作業を行う。ただし，使
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用者等によるデータのバックアップが可能な状態である場合や，使用者等が

データの取り出しを不要と判断した場合はこの限りでない。

(3) ハードウェア保守の対象外

ア使用者又は使用者以外の第三者の故意又は過失により段損又は滅失した

場合

イ天災，地変，戦争及び内乱等の不可抗力により穀損又は滅失した場合

(4) ソフトウェア保守

OS又は標準アプリの障害が発生した場合（障害の原因は，使用者の故意

又は過失の有無を問わない。 ）にはjOS又は標準アプリの再設定や．リカバ

リ等を行い，復|日させる。 ‐

なお，保守業者は， リカバリを行うこととした場合， (2)のおって書きと同

様，技術的に可能な範囲でデータの取り出し作業を行うが，使用者等による

データのバックアップが可能な状態である場合や,使用者等がデータの取り

出しを不要と判断した場合はこの限りでない。

5 保守作業の実施方法

（1） 作業方法（オンサイト保守）

4の(2)及び(4)の各作業は，保守業者の作業員が保守対象パソコンの設置場

所に赴き，所要の作業を実施する。

なお，保守業者は，保守対象パソコンが別表第1の「J ･NET接続」欄

に○を付したパソコンである場合には, J ･NET回線への接続作業(AD

を利用するパソコンについては, ADの設定作業を含む。 ） も併せて実施す

る。

（2） 作業時間帯

原貝|｣として， 4の(2)及び(4)の各作業は，平日 （裁判所の開庁日。以下同

じ。 ）の午前9時から午後5時まで（ただし，正午から午後1時までの間を

除く。 ）の間に実施する。

（
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6 保守の依頼方法等

(1) 連絡先電話番号

(2) 受付時間帯

平日の午前9時から午後5時まで（ただし，正午から午後1時までの問を

除く。 ）

(3) 依頼事項

各局課等の担当者は， オペレーターに対し，裁判所名，保守対象パソコン

に関する問合せである旨及び保守シール（パソコンの天板等に貼付されてい

る緑色のシール）に表示されているHWIDを伝えた上で,不具合等の具体

的な内容を説明する。

なお，保守業者は，原則として，各局課等の担当者から聴取した内容を基

に不具合の原因の切り分けを行うが，必要に応じて,，各局課等の担当者に対

して不具合の発生しているパソコンの操作等の指示を行う場合があるほか，

保守業者の作業員が現地に赴いて原因の切り分けを行う場合がある。

(4) 保守作業の日程調整等

保守業者により不具合の原因の切り分けを行った結果， 4の(2)及び(4)の保

守作業を実施することとなった場合には，各局課等の担当者は,保守業者と

保守作業の日程調整等を行い，必要に応じて作業実施日までにデータのバッ

クアップ等を行う。

(5) 保守作業に必要な設定情報の提供

各局課等の担当者は，保守作業に必要な以下の設定情報について， アにつ

いては保守依頼時に， イについては作業実施日までに保守業者に提供する。

なお，作業実施日において，保守業者から， 当該パソコンに管理者権限で

のサインインを求められることがあることに留意する。

ア保守依頼時に提供する情報 )
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（ｱ） パソコンのタイプ。 （別表第1の「パソコンタイプ」欄参照）

（ｲ）用途（別表第1の「名称（用途） 」欄参照）

（ｳ) HWID

イ作業実施日までに提供する情報

（ｱ) IPアドレス (最高裁判所庁舎において, IPアドレスを自動

取得する設定とする場合を除く。 ）

（ｲ） サインインユーザー名（ワークグループ設定のパソコンに限る。 ）

（ｳ） ワークグループ名（ワークグルーフ°設定のパソコンに限る。 ）

に） 複合機及びプリンタの設定情報（機種，プリンタ名及びう°リンダのI

Pアドレス。なお，パソコン更新時以降複合機の更新を行った場合は

インストールドライバー）

7 段損等の報告等

(1) 当課への報告

6の(3)の不具合の原因の切り分けを行った結果，保守業者において，機器

の故障等が4の(3)に該当すると判断した場合には,各局課等は,保守業者が

ら修理見積書が提供され次第，速やかに， 次の資料を添付の上，別紙様式第

2により,、当課情報企画第二係宛てに， メールで､(件名を「

■■■」 とする。 ） ，穀損等の報告をする。

なお，盗難などの偶然の事故又は亡失があった場合も， 同様の方法（ただ

し，修理見積書は要さない。 ）により，速やかに報告をする。

ア修理見積書

保守業者から，各局課等に対し,不具合の原因の切り分けを行った結果

と合わせて修理見積書が無償で提供される。

イ 当該機器の穀損状況を撮影した画像データ

ウパソコンの天板等に貼付された保守シールを撮影した画像データ

(2) 穀損パソコンの返還

6



穀損したパソコンについては， 当課情報企画第二係に段損等の報告を行う

と同時に， 当該パソコンの物品返還書を作成の上，経理局用度課管理係へ，

当該パソコンと併せて提出する。

第2 予備機の設置，設定等

1 保守業者への依頼

別紙第1の第3の1により，予備機を使用する場合には，各局課等の担当者

において，第1の2の保守業者が設置する問合せ窓口

■■■に，使用を開始する3開庁日前までに連絡する。ただし，使用開始日が

毎年3月1日から4月10日の間に該当し， または，各局課等で同時に設置，

設定作業を行う予備機の台数が5台を超える場合については，作業に時間を要

することから，使用を開始する2週間前までに保守業者に連絡し調整する。

なお，最高裁（隼町内）においては，異動期（3月下旬から4月上旬使用開

始分）の設置設定作業にあたり， 当課において保守業者と事前に設定作業日を

調整することから， 可能な限り当課において調整した設定作業日を指定して依

頼することとする。

2 作業実施日の日程調整等

予備機の設置設定作業は， 当該パソコンの設置場所において，保守業者が，

平日の午前9時から午後5時までの間に行うため，各局課等の担当者において，

その日程調整等を保守業者と行うとともに，事前に経理局用度課管理係へ物品

請求書を提出し， 当該パソコンの払出しを受ける。

3 設置設定作業に必要な設定情報の提供

各局課等の担当者は，設置，設定作業に必要な設定情報について，保守業者

に提供する。

なお，提供時期及び設定情報については，第1の6の(5)と同様である。

4 予備機の設置設定に当たっての留意事項

予備機を使用する場合には， 内蔵電池の放電により起動ができなくなってい

ワ
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る可能性があることから，保守業者による作業が行われる日の二日以上前から，

当該パソコンに電源ケーブルを接続し給電状態にしておく (LANケーブルの

接続及びパソコンを起動させる必要はない。 ） 。

第3 問合せ窓口

本件に関する問合せは， 当課情報企画第二係 （電子メール：

） （件名を「

」 とする。 ）宛てに行う。

、
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(別荘露1）

令和3年侭弊傭の砲呂貸与パソコン啓一

| ,錆|…風 ’AD･WOの洩
パソコン

タイプ ”－’
J脈1掘働D 1名■(用■箆分

○肥員本雅 AD■員本厭用ﾊﾟｿｺﾝ A因員貸与パソコン情紐企画繁二係摘轍政策脚1

CWGてん補てん補・離霧用パソコン A■貝貢与パソコン摘報企画算二係禍報政繁牒２

○行二 A AD行二随艮用ﾊﾟｿｺﾝ随員貸与ﾊﾟｿﾖﾝ傭組政策旗 楢組企画魂二係３

DVDスーパーマルヂドライブ摺虹○営繕技官用デスクトップパソコン 営縄デスク F A、駆艮貸与パソコン置絹解経理係艦理局
昭
画

○多目的/〈ｿｺﾝ(J･NET接統あり） 多目的〔J ,NET A WG共用パソコ惰雅政策腺 惰雑企画駕二係5

多目的（非J ・NET〕 WG多目的バｿｺﾝ(J･NET接統なI共用パソコン恨鰯政策限 憤報企画謙二係６

外部ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接絵用ﾊﾟｿｺﾝ（オ
フィスあり）

外部WEB （オフィス有） WG共用ﾊﾟｿｺ に
佃雑政策解 情転企画第二係７

CD等複製 可 WGCD導傾製楓用パソコン共用パソコン嗣組企画勇二係情組政節限8

○WG府省祷登降局(LRA)管理者用バソコ
今

LRA共用パソコン情雑セキュリティ係伯鰡政策螺9

入退室管理 WG入退室管理用パソコン共用パソコン憶報政懐腺 情報ｾｷｭﾘﾃｨ係10

○WG《車亭繁人事事雅処理システム用ﾊﾟｿｺﾝ A共用パソコン緯聴媒人車愉躯処理係人車局
Q*

11

税芦固価入力作菓等用ﾊﾟｿｺﾝ 旧算単価入力 WO ×C共用パソコン経理局 酋轍隈第一狼算係12

○レセプト管理S WGﾚｾブﾄ情組管理システム用パソコン A
経唾局 共用パソコン厚生管理官室本部企画係13

宜恥視聴 WC、共用ﾊﾟｿｺﾝ 寅科視聡用パソコン図害鈍 総務裸閲覧係14

オンラインデータペース算開覧パソコン
（図■他利用者検索用）

回■鰯利用者検索 WGC共用パソコン総務篠閲覧係15 図■舵

○受付カウンター受付カウンター用パソコン A WG共用ﾊﾟｿｺﾝ総聴解閲覧係図官館16

○駐巷検索（四宮〉 WG雁香険乗用パソコン(図吾蛇) B共用パソコン鯰膀螺魔覧係図座能17

低判官研修（演晋） C WG研究･演習室用ﾊﾟｿｺﾝ共用パソコン経理限用度係18 司碩

WG修琶担範 C修習粛曰用パソコン共用ﾊﾟｿｺﾝ経理IjR用度係19 司研

本館図書検索 WG本睦図B検索用ﾊﾟｿｺﾝ p ×

共用ﾊﾟｿｺﾝ経理裸用凌係20 司研

本蛇判例検索 WG本舷半ﾘ例検衆用ﾊﾟｿｺﾝ ，共用ﾊﾟｿｺﾝ経理lR用度係21 司研

別館図吾検索 WG別舷用図各枝索用パソコン C X
共用パソコ経理螺用度係司研？?

○WG】 Tルーム用パソコン 1 Tルーム A共用ﾊﾟｿｺﾝ軽哩腫用度係23 司研

駐字ﾘ官研俸(研究員)裁判官研修用バｿｺﾝ(研究員室) A WG共用パソコュ経理IR用度係司研24

修習生貸与 WG修習生賞与用ﾊﾟｿｺﾝ C共用パソコン暖唾解用度係
句

と 司研

（損擬駐¥リデータを取り込むための)映像
処理用及び（撹鞍資料作成のための）画像
処理用パソコン

侵擬鉱判映像処理 WGC ×
共用パソコン経理蝶用度係鯰研26

研修用 ⅣG研修用パソコ C ×
共用パソコニ経理螺用度係銑酬

ワ7
玉『

○図吾検索用及び判例検索用パソコン 図書検索 △ WG共用ﾊﾟｿｺ経理混用度係鯰研28

0外部研修東京悪戯研修事編室用ﾊﾟｿｺﾝ WG共用パソコュ A軽理螺用度係鋒研29

○1 丁軟室 WG】T教室用パソコン A共用パソコ腱研 経理脾用度係30

DVDスーパーマルチドライプ槽賦検察喜査貝候補者名簿管理システム用パソコン 検累看査負名簿s WG共用パソコン第一螺検票審査会係刑事局31

デスクトップパソコン○■刑間示 WG且ﾘ検索システム用共用ﾊﾟｿｺﾝ第二螺猛*ll員手続係剛亭局参考

検皿用検11用パソコン旧鯉企画勇二係 共用パソコニ

共用ﾊﾟｿｺﾆ

旧剥政藻輝参考

検皿用(常時）検雁用パソコン(意時）憤蹄企画覧二係情幡政策螺参考

【パソコンタイプ別の品目及び型番】

1パソコンタィプのうち‘AからEまで及び1

品目NEC亜ﾉｰﾄパソコン’
・ 型昌

なお､タイプ1のパソコンには.DVDスーパーマルチドラィブ
（番さ込み可能)が描敵されている｡

2パソコンタィプのうち， F

品目NEC亜デスクトップパソコン｜
型弼｜

なお､タイプFのバｿｺﾝには‘DVDスーハーマルチドライブ
(書き込み可能)が搭敵されている.

※AD･WGの月ﾘについて

名画員が個別に中1用するパソコンと複碓の■員が共有して隼1用する

バｿｺﾝを区鼎Iするための設定として,ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ社のActive
Diroctory<以下｢AD｣という．）を利用する設定がなされたパソコンとワ
ークグループ(以下『WG｣という。)股定〔AD般定されていないパソコン)
がある．



(別表第2）

パソコンタイプFの付属品（デスクトップTypeA）

tデスク｣T”e人PC マウス 電源ｹｰブﾙ DisplayPort変換ケーブル
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、

r_ 1 ･

(横履きの唱合付属無し

ｷｰボート
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(別表第3）

搭餓アプリケーション
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樋■主要用途
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穏
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○○○○○○○○ ○職員本務用等A

○○○ ○○○○○蔵書検索用パソコン（図書館）等B

当座預金管理システム用等
○○○○○○○C

NEC製ノートパソコン

（型番l 1

○○○○○○外部ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ植絞用パソコン(オフィスなL)等a

○ ○○○○ ○○○多目的パソコンE

○○○
検察審査員候補者名簿管理システム用1

NEC製テｽｸﾄｯブパソコン

（型番’ ’
○○○○○○○ ○○営繕技官用日

I
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(別紙様式第1）

令和●●年●●月●●日

情報政策課専門官殿

●●局庶務主任●●－● ●

共用パソコンの追加整備について（上申）

標記のパソコンについて,"下記のとおり追加整備を上申します。

記
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(別紙様式第2）

令和●●年●●月●●日

（ I

情報政策課専門官殿

●●局庶務主任●●●●

｛

『

令和3年度整備の職員貸与パソ.コンの穀損等について

(報告）

標記のパソコンについて，別紙のとおり報告します｡
1

グー



(別紙）

令和3年度整備のパソコンの殴損報告

●●局（

1段損の発生日及びパソコン設置場所(局課等名）

・発生日

令和●●年●●月●●日

設置場所

●●局第●課●●係

2殿損したパソコン

･パソコンの名称(｢パソコンの名称｣シートを参照）

大区分名称(リストから選択）

職員貸与

小区分名称(用途)(リストから選択）

職員本務用パソコン

ハードウェアID(パソコンの天板等に貼付された青色のシールに表示された番号）

PC34-●●●●●

3殼損の内容

・事由(リストから選択）

概要(簡潔に記載する｡）

4備考(特筆すべき事項があれば記載する｡）

5添付資料

修理見積書(PDFデータ）
｝

パソコンの天板等に貼付された緑色のシールを撮影した画像データ

パソコンの設損状況を撮影した画像データ



パソコン用途一覧

バｿｺﾝの名称 ----三一計項番大区分名称 小区分名称（用途）

謡F鶚騨蝿ン
｜

士|職員貸与悟頚員議漣.〃
5 1 1営繕技官用デスクトップパソコン
ニE二'－－ 膣ﾛ財調査官用パソコン
7 ． ｜当直事務処理用パソコン
8 1 1多目的パソコン(J･NET接続あり)
－9 了 ｜ ‐ ｜多目的パソコン(J℃NET接続なし）
10 1外部インターネット接続用パソコン（オフィスあり）
~11〒I ｜外部インターネット接続用パソコン（オフィスなし）
12 1 1検証用パソコン

|13 1 1cD等複製機用パソコン － －－－，' 14 1 1府省等登録局(LRA)管理者用パソコン
' 15 1 1入退室管理用パソコン
' 16 1 1保管物倉庫用パソコン ■■

’7 ’ ’蔵書検索用パソコン（総務局） ，18 1 1人事事務処理システム用パソコン
19 1 1当座預金管理システム用パソコン

' 20 1 1積算単価入力作業等用パソコン ｜
' 21 1 1レセプト情報管理システム用パソコン
m l調停委員室用パソコン（民事）
' 23 1 1検察審査員候補者名簿管理システム用パソコン
| 24 1 裁判員量刑検索システム用開示専用端末 ■■

' 25 1 共用 ｜調停委員室用パソコン（家事） 了一，’26 1 1参与員用パソコン
’ 27 1 1資料視聴用パソコン
m lオンラインデータベース等閲覧パソコン(図書館利用者検索用）

' 29 1 1受付ｶｳﾝﾀｰ用パｿｺﾝ ■■''30 1 ご 一 一
’ 31 1 研究。演習室用パソコン
’ 32 1 修習講義用パソコン

' ‘‘ ’ 本館図書検索用バｿｺ〃 ’’ 34 1 1本館判例検索用パソコン
’ 35 1 1別館用図書検索用パソコン
｢-36~1 ｢i丁ルーム用パソコン －’
’ 37 1 1裁判官研修用パソコン（研究員室）
'38 1 1修習生貸与用パソコ,ン
■函■ ｜ (模擬裁判デｰﾀを取り込む甑の)映像処理用及び(講義資料作成のための)画像処理用パソコン｜
m l研修用パソコン
’ 41 1 1図書検索用及び判例検索用パソコン
’ 42 1 |東京高裁研修事務室用パソコン
| 43 1 1 1T教室用パソコン

項番

職員貸与

共用



別紙障害発生時等の対応フロー図

一一

各局課等
一

保守業者
－

1ハードウェアやOSの基本的な操作方法やデータ

消去ツールの使用方法等に関する問い合わせ
2機器の故障に伴う保守対応依頼 3予備機の設置.設定依頼※1

保守業者(エヌ･ティ･ティ･データ･力ｽﾀﾏｻｰビｽ(株)TEL■■■■■■■■■)に連絡し,機器の故障等の具体的な内容を問い合わせる。

完

回答

※対象外の事項については,情報政策鰈情報企

画第二係に連絡するよう回答

保守業者による障害の切り分け

(必要に応じて､現地で切り分けを行う｡）

による障害の切り分け

『・現地で切り分けを行う｡）
更新に使用する予備機の準備

一の結果

以下に鮫当する珊合

①ハードウェア保守…ハードウェアの故障等(バッテ
リー,キーボード及び液晶ディスプレイの不具合が生

じた場合を含む｡）

②ソフトウェア保守..:OS又は槻準ｿﾌﾄｳｪｱの障害
(障害の原因は.使用者の故意又は過失の有無は問

わない｡）

故障等(パッテ

の不具合が生

ﾌﾄｳｪｱの障害

|失の有無は問

①ハードウェ

リー,キーボー

じた場合を含副

②ソフトウェフ
(障害の原因11

わない｡）

ハードウェアの保守対象外である場合

①機器の故障等が使用者又は使用者以外の
第三者の故意又は過失により穀損又は滅失し

た場合

②天災,地変‘戦争,内乱等の不可抗力によ

り穀損又は滅失した場合

保守対象外である場合

)《使用者又は使用者以外の

過失により穀損又は滅失し

争,内乱等の不可抗力によ
こ場合

ハード’

①機器の
第三者のあ

た場合

②天災, カ

リ穀損又は

明らかにネットワークに起因する場合に起因する場合明らかにネットワ

保守対象外である旨回答

蜂”対象のパソ

に赴いて作
I 問合せ庁に保守対象外となる旨の回

答及び無償で修理見頓香提出

問合せ庁に保守対象外となる旨の回

答及び無償で修理見頓香提出

今 旦邑＝』一

情報政策課情報企画第二係へ連絡

①所定の様式で情報政策課情報企

画第二係へ殴損報告

②殴損パソコンと併せて経理局用度
謀管理係へ物品返還書を提出

予備微の設置,股定作業
②の場合,OS又はソフトウエアの再
設定やOS及び標準ソフトウェアの再

インストール等を行う。※3

①の墹合,故障箇所の修理,故障し

た部品の交換又は本体全部の交換

等を行い,障害を復旧する。※2

※1予備機の設置に当たって,整備基準を満たさない共用パソコンを新規整備する場合は‘事前に情報政策課情報企画第二係と協溌する。

※2ハードウエア保守に当たって,ハードディスクを交換した場合は,OS及び標準ソフトウエアの再インストール等(以下｢リカバリ｣という｡)を行う｡この場合,保守菜者は,技術的に可能な範
囲で故障したハードディスクからデータの取り出し作業を行う｡ただし,使用者等によるデータのバックアップが可能な状態である場合や,使用者等がデータの取り出しを不要と判断した場合は
同作業は行わない。

※3ソフトウェア保守に当たって,OS又はソフトウェアの再設定やリカバリ等を行う｡保守菓者は‘リカバリを行うこととした場合,技術的に可能な範囲でハードディスクからデータの取り出し作
業を行う｡ただし，使用者等によるデータのバックアップが可能な状態である場合や,使用者等がデータの取り出しを不要と判断した場合は同作業は行わない。


